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都内の都市計画道路完成は６割 優先整備区間も未着手が多い 

都内では、都市計画道路は総延長約３２００㎞の計画があるが、完成率は２０１２年

度３月末で６割にとどまり、その後もほとんど進捗していない。都は１０年程度ごと

に優先的に着手する都市計画道路を定めている。１５年度を最終年度とする現行の

「第３次事業化計画」では２３区内で２０８区間（合計約１３３㎞）、多摩地区で１

６２区間（合計約１３５㎞）あるが、着手できたのは１２年３月末でそれぞれ３１％、

１９％に過ぎない。鉄道会社などとの利害調整や住民の反対、需要の変化、自治体の

財政難など様々な理由がある。 

リバースモーゲージ みずほ銀行が参入 

みずほ銀行は７月から、戸建て住宅の土地を担保に融資するリバースモーゲージの取

り扱いを始める。高齢化の進展で高齢者の生活資金への不安が高まっているのに対応

する。メガ銀行が参入するのは初めて。顧客数の多いみずほ銀行の参入で普及に弾み

がつく可能性がある。都内の支店で始め順次地域を広げる。住宅ローンを完済してい

る５５歳以上が対象。土地を担保に設定し、評価額の５０％を上限に融資する。利回

りは短期金利に連動して定期的に変わる。利子を元本に加える方式で月々の返済の必

要はなく、融資は終身で亡くなるまで続ける。契約者が亡くなった後に土地を売却す

るか、相続人が肩代わりして借入金を返済する。事前に相続人との同意が必要で、グ

ループのみずほ信託銀行が対応する。 

東京都 空き家を賃貸住宅へ改修も補助へ 

東京都は、空き家を一般の賃貸住宅として貸し出す場合に改修費を補助する。昨年度

は空き家を高齢者が共同生活する「グループリビング」に改修した場合などを補助金

の支給対象としたが要件が厳しく応募がなかった。空き家を賃貸住宅に改修する場合、

バリアフリー化など住宅の質を高める工事をすれば１００万円を上限に工事費の３

分の１を補助する。所有者だけでなく、入居予定者が所有者の許可を得て自分で改修

をする場合も対象とする。 

不動産適正取引推進機構における相談事例紹介（２４） 

【相談者】土地売買の媒介をした業者【内容】「本物件の対象面積は、登記簿による

ものであり、実測面積と相違しても売主、買主双方とも異議を申し立てないものとし

ます。」と約定して契約。決済後の測量で面積が登記簿面積より少ないことが判明し、

買主が売主に対して売買代金の減額を求めている。【考え方】測量をしていない（出

来ない）ために「公簿売買」とした取引で、面積が少なかったとして売主に契約解除

や損害賠償が求められ、媒介業者には「説明義務違反」「善管注意義務違反」による

債務不履行責任として損害賠償の請求がされることがある。現在の登記制度では、登

記面積と実測の間に差異が出るのは不可避だが、買主が「公簿売買」の意味を十分に

理解していないときは「錯誤により契約した」として紛議となる。裁判で、取引は「面

積を基礎として代金額が定められた売買（数量指示売買）」と認定されたときには代

金の減額が認められる。価格算定に当たって便宜的に「坪当たり○万円」とすること

もあるが、売買価格は実際の面積以外の要素に着目して土地評価した結果であること

を明確にしておくことが肝要で、「測量の結果誤差が生じることがある」「誤差が生

じても売買代金の精算を行わない」等を重説等に記載して十分に説明する必要がある。

「公簿売買」は、売買代金に比べて測量費用が高額な場合や急を要する契約の場合に

は採用せざるを得ないが、開発分譲地や土地区画整理事業地内のように、登記面積の

前提となる図面（法務局備え付けの「地積測量図」）が存在し、測量しても誤差が僅

少であると想定される場合に限定し、地価の高い地域では売主に測量を勧めることも

重要。市街化区域内にある宅地（５０坪余）の売買に関し「開差５％を超える食い違

いは、売買契約の当事者にとって通常無視し得ないというべきである（最高裁、平成

１３年１１月２２日）」との指摘もあり、実測面積が対象物の同一性を失わせるほど

に少ない場合には契約の効力自体が問題とされることもある。 

 

ＴＲＡ不動産相談室のお知らせ 

所在地：新宿区西新宿７－４－３升本ビル２階（小滝橋通り沿い、１階東邦銀行） 

ＴＥＬ：０３（５３３８）０３７０ ＦＡＸ：０３（５３３８）０３７１ 

平成２５年７月「ＴＲＡ不動産相談室」日程は下記のとおりです。各日とも１３：００～１６：００ 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 
電話 

2 
面談 

3 
電話 

4 
面談 

5 
電話 

6 

 

7 8 
電話 

9 
面談 

10 
電話 

11 
面談 

12 
電話 

13 

14 15 
 

16 
面談 

17 
電話 

18 
面談 

19 
電話 

20 

21 22 
電話 

23 
面談 

24 
電話 

25 
面談 

26 
電話 

27 

28 29 
電話 

30 
面談 

31 
電話 

 
 

 
 

 

不動産取引に関する電話相談 毎週月・水・金曜日   

相談応対は経験豊富な専門家が行います。 

不動産取引に関する面談相談 毎週火・木曜日 
相談応対は弁護士が行います。予め電話にて予約を入れたうえで来所ください。 


